
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｌ４－３３０ 床 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ４－３３０ 全 床 

Ｌ３－４５ 一 床の間 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 

Ｌ３－２０２９ 住宅衛生設備室構成体 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

床   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

建物の床面を形成するもので、室等に区分けされた空間に相当する単位、または、いくつかに分割された程度の

単位のもの。強度をもたすための構造がないものも含む。床の間の床部のみのものを含む。 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

床板（Ｌ６－１００に分類されるもの）を除く。 

「床」と「床板」の区別 

床＝床面・特定床構造の全部または大部分をそれのみで構成するためのもの。 

床板＝多数枚並べて床面を構成するためのもの。  

壁面付きの床の間はＬ３－２０１０組立て屋内設置室に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

床板 床パネル 玄関用床パン 

トイレ用床板   

 

Ｌ４－３３０ 
登録１０２５４７６号 
組立和室床体ユニット 
 

 

Ｌ４－３３０ 
登録１１０６８７２号 
床パネル 
 

 

Ｌ４－３３０ 
登録９８４２１２号 
玄関用床パン 

 

Ｌ４－３３０ 
床の間 
1096577号 


